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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
（
窓
口
負
担
…
☎
06
・

７
５
０
１・
０
４
３
７
、
保
険
料

…
☎
06
・
４
７
９
０・
２
０
２
８
、

給
付
事
務
…
☎
06
・
４
７
９
０
・

２
０
３
１
）

●
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（

０
１
２
０・
０
０
２・
７
１
９
）

●
国
保
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療 

被
保
険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　

10
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
」
が
〝
黄
色
〞
に
変
わ
り

ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
９

月
下
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。
有
効

期
限
は
来
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
お
り
、
届
い
た
日
か
ら
使
用
で
き

ま
す
。
ま
た
、
現
在
お
持
ち
の
被
保

険
者
証
（
水
色
）
は
新
し
い
被
保
険

者
証
（
黄
色
）
が
届
い
た
ら
破
棄
し

て
い
た
だ
く
か
、
国
保
年
金
課
窓
口

へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
で
の自

己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
は

10
月
１
日
か
ら
、
一
定
以
上
の
所
得

の
あ
る
人
は
、現
役
並
み
所
得
者（
窓

口
負
担
割
合
３
割
）
を
除
き
、
医
療

費
の
窓
口
負
担
が
２
割
に
な
り
ま

す
。

　

２
割
負
担
と
判
定
さ
れ
た
人
に

は
、
施
行
後
３
年
間
は
外
来
の
月
々

の
負
担
増
加
額
が
３
，
０
０
０
円
ま

で
と
な
る
配
慮
措
置
が
あ
り
ま
す
。

■
３
割
負
担
…
同
一
世
帯
に
令
和
４

年
度
の
住
民
税
課
税
所
得
（
各
種
所

得
控
除
後
の
所
得
額
）
が
１
４
５
万

円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る
世
帯

●
こ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
は

個
人
の
令
和
４
年
度
の
住
民
税
が
課

税
さ
れ
る
所
得
額
が
、
１
４
５
万
円

未
満
で
あ
っ
て
も
３
割
負
担
と
な
り

ま
す
。

●
同
一
世
帯
の
被
保
険
者
（
昭
和
20

年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
被
保
険

者
お
よ
び
こ
の
人
と
同
じ
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
が
対
象
）
の
賦
課
の

も
と
と
な
る
所
得
金
額
の
合
計
額
が

２
１
０
万
円
以
下
の
場
合
は
３
割
負

担
で
は
な
い
判
定
と
な
り
ま
す

■
２
割
負
担
…
３
割
負
担
に
該
当
せ

ず
、
同
一
世
帯
に
令
和
４
年
度
の
住

民
税
課
税
所
得
が
28
万
円
以
上
の
被

保
険
者
が
い
る
場
合
で
次
の
要
件
に

該
当
す
る
世
帯

●
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人

の
世
帯
…
「
年
金
収
入(

＊
１)
＋
そ

の
他
の
合
計
所
得
金
額(

＊
２)

」
が

２
０
０
万
円
以
上

●
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
世
帯
…
「
年
金
収
入
（
＊
１
）
＋

そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
（
＊
２
）」

の
合
計
が
３
２
０
万
円
以
上
の
世
帯

（
＊
１
）
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
は

含
み
ま
せ
ん
。

（
＊
２
）
事
業
収
入
や
給
与
収
入
等

か
ら
、
必
要
経
費
や
給
与
所
得
控
除

等
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額
の
こ
と

で
す
。

■
１
割
負
担
…
３
割
負
担
ま
た
は
２

割
負
担
に
該
当
し
な
い
世
帯

●
有
効
期
限
内
で
も
、
世
帯
の
状
況

や
所
得
の
更
正
等
に
よ
り
、
自
己
負

担
割
合
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
後

日
、
差
額
の
２
割
相
当
額
の
請
求
、

ま
た
は
、
還
付
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
３
割
負
担
の
場
合
で
も
次
の
要
件

に
該
当
す
る
人
は
、
申
請
す
る
こ
と

で
、
申
請
の
翌
月
か
ら
、
２
割
負
担

ま
た
は
１
割
負
担
に
変
更
と
な
り
ま

す
。

●
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人
の

世
帯
…
被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
額

が
３
８
３
万
円
未
満

●
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１
人

で
、
か
つ
、
同
一
世
帯
に
70
歳
以
上

75
歳
未
満
の
人
が
い
る
世
帯
…
被
保

険
者
の
前
年
の
収
入
額
が
３
８
３
万

円
以
上
で
、
被
保
険
者
本
人
お
よ
び

同
一
世
帯
に
属
す
る
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
人
の
前
年
の
収
入
合
計
額
が

５
２
０
万
円
未
満

●
同
一
世
帯
で
被
保
険
者
が
２
人
以

上
の
世
帯
…
被
保
険
者
の
前
年
の
収

入
合
計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

■
２
割
負
担
に
な
る
人
へ
の事

前
申
請

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い

て
、
２
割
負
担
と
な
る
人
で
高
額
療

養
費
の
口
座
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い

人
を
対
象
に
、
９
月
下
旬
に
大
阪
府

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
事

前
に
口
座
を
登
録
す
る
た
め
の
お
願

い
を
郵
送
し
ま
す
。
届
い
た
ら
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
い
た
だ
き
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
書
を
提
出
い
た
だ
く

こ
と
で
、
口
座
が
登
録
さ
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た

場
合
、
登
録
い
た
だ
い
た
口
座
へ
自

動
的
に
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

国

民

年

金

問
合
先　

国
保
年
金
課

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
と
は
い
つ

で
も
ご
自
身
の
年
金
加
入
記
録
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　

い
つ
で
も
最
新
の
年
金
記
録
が
確

認
で
き
ま
す
。年
金
の「
も
れ
」や「
誤

り
」
の
発
見
が
容
易
に
な
り
ま
す
。

※
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
サ
ー
ビ
ス
登

録
は
（https://w

w
w
.nenkin.g

o.jp/n_net/

）
か
ら

問
合
先　

●
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
５
７
０
・
０
５
８
・
５
５
５
）

●
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
（
☎
03
・

６
７
０
０
・
１
１
４
４
）
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